
緊急時や定期での通院の場合、基本的にはご家族様や介護保険を利用して頂きます。

個々の事情により都合がつかない場合、自費ヘルパーや職員が付き添いさせていただく

場合がございます。その場合、下記の費用がかかります。

【自費ヘルパー利用の場合】 【職員による付き添いの場合】

生活援助・・・１時間　2500円程度 30分750円

身体援助・・・1時間　3500円程度 ※必要に応じて別途交通費、駐車場代

※別途交通費

※時間帯により割り増しあり

注）自費ヘルパー利用の場合、契約・支払いは事業所と本人（又は家族、それに

代わる方）で行って頂きます。
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令和　　　年　　　月　　　日

軽費老人ホーム　大倭滝の峯荘　

荘長　矢追 義法　殿

同

意

者

利

用

者

ヘルパー自費利用及び職員付き添いに関する

同　　意　　書

記

ヘルパー自費利用及び施設職員付き添いにおいて下記の内容に同意します。


